
　
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
。
８
月
１
日
㈫

か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証
（
桃
色
）
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
証
は
、
７
月
中
旬
か
ら
下
旬
ま
で

に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
り
ま
す
。

　
配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
「
ご
不
在
連

絡
票
」が
投
函
さ
れ
ま
す
。受
取
方
法
は「
ご

不
在
連
絡
票
」
を
確
認
の
上
、
郵
便
局
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世

帯
に
は
、
保
険
証
で
は
な
く
資
格
証
明

書
な
ど
を
送
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
保
険
証
は
、
不
正
取
得
な
ど
を
防
止
す

る
た
め
、
住
民
登
録
地
以
外
の
場
所
に

は
配
達
さ
れ
ま
せ
ん
。
郵
便
局
に
郵
便

物
の
転
送
依
頼
な
ど
を
し
て
い
る
場
合

も
配
達
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
住
民
登
録
地
以
外
の
場
所
に
居

住
し
て
い
る
人
は
、
す
ぐ
に
転
居
（
転

出
）
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
ら

　
国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
人
は
、
そ
の
保
険
証
（
カ
ー
ド
の

場
合
は
全
員
分
）
と
国
民
健
康
保
険
の
保

険
証
を
添
え
て
国
民
健
康
保
険
脱
退
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
以
降

（
職
場
の
入
社
日
な
ど
）
や
大
野
城
市
か
ら

の
転
出
日
以
降
（
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
民
健

康
保
険
を
脱
退
し
た
場
合
も
含
む
）
に
、

大
野
城
市
の
保
険
証
で
受
診
し
た
場
合
、

医
療
給
付
分
（
医
療
費
の
７
割
〜
８
割
）

を
市
に
返
還
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
職
場
や
転
出
先
な
ど
か
ら
新
し
い
保
険

証
が
届
く
前
に
病
院
を
受
診
す
る
時
は
、

医
療
機
関
な
ど
に
相
談
す
る
か
、
い
っ
た

ん
全
額
支
払
っ
た
後
に
、
新
し
い
健
康

保
険
に
医
療
給
付
分
の
請
求
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当
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保険証（イメージ図）

国
民
健
康
保
険
制
度

新
し
い
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
を

送
り
ま
す

●
対
象
者
　
経
済
的
理
由
な
ど
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

●
免
除
・
猶
予
の
種
類
　
◇
全
額
免
除

◇
４
分
の
３
免
除
◇
半
額
免
除
◇

４
分
の
１
免
除
◇
納
付
猶
予

●
免
除
・
猶
予
期
間
　
７
月
〜
翌
年
６
月

●
申
請
開
始
日
　
７
月
3
日
㈪

●
必
要
な
も
の
　
年
金
手
帳
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
で
も
可
）

※
離
職
日
が
令
和
３
年
12
月
31
日
以
降
の

場
合
は
、
離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
な
ど
の
公
的
証
明
書

●
注
意
事
項
　

◇
学
生
は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

あ
る
た
め
、
こ
の
免
除
・
猶
予
の
制

度
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

◇
４
分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
１
免
除
は
、
残
り
の
保
険
料
を
２

年
以
内
に
納
付
し
な
い
と
未
納
期
間

と
な
り
、
年
金
受
給
資
格
期
間
や
年

金
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
臨
時
特
例
免
除
申
請
は
、
令

和
４
年
度
分
の
申
請
ま
で
手
続
き
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
令
和
５
年

度
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当
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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

猶
予
申
請

免除・猶予
（納める額） 免除期間の受取年金額

審査対象 所得基準
所得審査

４分の３免除
（4130円）

全額納付した場合の２分の１

全額納付した場合の８分の５

全額納付した場合の４分の３

全額納付した場合の８分の７

◇本人
◇配偶者
◇世帯主

（控除対象配偶者および扶養親族の人数＋１）
×35万円＋32万円

88万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

128万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

168万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

全額免除と同じ◇本人
◇配偶者

半額免除
（8260円）
４分の１免除
（12390円）
納付猶予
※50歳未満

全額免除

追納しないと年金額に反映さ
れません

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
申
請
に
よ
り
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
で
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の

居
住
費
と
食
費
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
対
象
者
　
①
ま
た
は
、②
③
④
の
全
て

に
当
て
は
ま
る
人

①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
（
65
歳

以
上
の
人
）

②
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

③
配
偶
者
（
世
帯
が
異
な
る
場
合
や
事

実
婚
も
含
む
）
が
市
民
税
非
課
税

④
預
貯
金
・
信
託
・
有
価
証
券
・
現
金

な
ど
の
資
産
が
下
表
に
当
て
は
ま
る

※
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
で
も
、「
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
に
係
る
特

例
減
額
措
置
」
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
施
設

　◇
介
護
老
人
福
祉
施
設

◇
介
護
老
人
保
健
施
設
◇
介
護
療

養
型
医
療
施
設
◇
介
護
医
療
院

※
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
含
み
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

◇
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請

書
（
申
請
先
で
配
布
）

◇
本
人
と
配
偶
者
・
申
請
者
の
印
鑑

◇
本
人
と
配
偶
者
の
預
貯
金
口
座
残

高
の
写
し
（
銀
行
名
・
支
店
名
・

口
座
番
号
・
名
義
人
・
申
請
日
か

ら
２
カ
月
以
内
に
記
帳
さ
れ
た
最

終
の
残
高
が
分
か
る
も
の
）

◇
投
資
信
託
や
有
価
証
券
が
あ
る
場

合
は
、
証
券
会
社
や
銀
行
の
口
座

残
高
の
写
し

◇
負
債
が
あ
る
場
合
は
、
借
用
証
明

書
の
写
し

◇
老
齢
福
祉
年
金
手
帳
（
受
給
し
て

い
る
人
の
み
）

◇
配
偶
者
の
令
和
５
年
度
非
課
税
証
明

書
の
写
し
（
配
偶
者
が
１
月
１
日
に

大
野
城
市
に
住
所
が
な
か
っ
た
場
合

の
み
必
要
。
配
偶
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
場
合
を
除
く
）

※
非
課
税
年
金（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
）

も
収
入
額
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
申
請

書
に
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
に
は
、
６
月
上
旬
に
更
新
案
内
と

申
請
書
を
送
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続

き
減
額
を
受
け
る
に
は
８
月
31
日
㈭

ま
で
に
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先
　

介
護
支
援
課
介
護
サ
ー
ビ
ス
担
当
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介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

820円

820円

1310円

1310円

2006円

490円

490円

1310円

1310円

1668円

650万円
以下

1000万円
以下

550万円
以下

500万円
以下

1650万円
以下

2000万円
以下

1550万円
以下

1500万円
以下

490円
（320円）

490円
（420円）

1310円
（820円）

1310円
（820円）

1668円
（1171円）（特養のみ855円）

377円

0円

370円

370円

370円

300円

390円

650円

1360円

1445円

300円

600円

1000円

1300円

1445円

食費・居住費の利用者負担限度額（１日当たり）

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室

施設
サービス

短期入所
サービス

配偶者
（無）

配偶者
（有）多床室

預貯金等要件食費の負担限度額居住費等の負担限度額

生活保護受給者

老齢福祉年金

合計所得金額＋
年金収入の合計額
が80万円以下の人

合計所得金額+
年金収入の合計額
が80万円超120万
円以下の人

合計所得金額+
年金収入の合計額
が120万円を超え
る人

（基準費用額）
第１～３段階に該当
しない人
（市民税課税世帯の人
など）

第１段階

第２段階

第３段階
①

第３段階
②

第４段階

利用者負担段階

市
民
税
非
課
税
世
帯
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